
                              議案第３８号  

 

       鹿沼市防災会議条例及び鹿沼市国民保護協議会条例        

       の一部改正について 

 

 次のように改める。 

  令和８年２月１６日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      

 

 

 

 

 

   鹿沼市防災会議条例及び鹿沼市国民保護協議会条例の一部を改正する条例 

 （鹿沼市防災会議条例の一部改正） 

第１条 鹿沼市防災会議条例（昭和３９年鹿沼市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第６項中「３３人」を「３６人」に改める。 

 （鹿沼市国民保護協議会条例の一部改正） 

第２条 鹿沼市国民保護協議会条例（平成１８年鹿沼市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第１項中「３８人」を「４１人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  


